
切 り と り 線

年 月 日

使 用 場 所
（給水装置所在地）

送 付 先 住 所

使 用 者 名

賃 貸 の 場 合

お 客 様 番 号 水 栓 番 号 使 用 開 始 日

（ふりがな）

〒 －

連　絡　先仲 介 業 者 名 ま た は 管 理 人 名

使 用 者 連 絡 先

方書（アパート・マンション等）

携 帯

☎ － －

☎ － －

※ 上下水道総務課処理欄 受 付 日 処 理 者年 月 日

－ －

（

使用開始日は水を使い始めた日を記入してください。●

使用場所と送付先住所が同じ場合は、「同上」と記入してください。●

漏水時など緊急を要する場合がありますので、自宅、携帯等、使用者連絡先の電話番号を必ず記入してください。●

賃貸の場合は、仲介業者名、連絡先等を記入してください。●

記 入 要 領

志 木 市 上 下 水 道 部 上 下 水 道 総 務 課
　 　 　 　 ( 水 道 サ ー ビ ス 窓 口 ） 　

☎ 0 4 8 - 4 7 3 - 1 2 9 9（代表）

上下水道の使用開始は、総合窓口課への転入の届出とは別になりますので、速やかに届出をお願いいたします。

埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三菱ＵＦＪ銀行（口座振替のみ）、三井住友銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、
埼玉懸信用金庫、川口信用金庫、東京信用金庫、中央労働金庫、あさか野農業協同組合、ゆうちょ銀行

セブン－イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、
コミュニティ・ストア、ポプラ、くらしハウス、生活彩家、スリーエイト、セイコーマート、ヤマザキスペシャルパート
ナーショップ、ＭＭＫ端末設置店

メーター番号口径

自 宅

☎ － －

LINE Pay、PayPay　　決済事業者は随時更新されます。 新情報は志木市のホームページをご確認ください。

志木市水道事業給水条例（昭和50年志木市条例第2号）が契約の内容となります。

定 型 約 款


